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4月8日（日）投票日 

平成19年第16回統一地方選挙 

高知県議会議員選挙 
〈標語『あしたの一票』〉 

　　大切な一票。 
みんな、もれなく投票しよう！ 
投票日に投票できない方は、 
　期日前投票に行こう！ 

1．投票できる方
（１）昭和６２年４月９日以前に生まれた方で、

いの町へ平成１８年１２月２９日以前に住民登
録（届出）を行い、引き続き投票日も、い
の町内に居住している方。

（２）上記以外の方
ア．平成１８年１２月３０日以降に、いの町から県

内の市町村に転出（届出）し、転出先市町
村で投票日も引き続き居住している方に
ついては、「引き続き住所を有する証明
書」（各市町村で発行）を持参することで
投票することができます。（新しい住所地
での有権者としては投票できませんが、
旧住所地（いの町）の有権者として投票が
できます。）詳しい内容は選挙管理委員会
までお問い合わせください。

イ．平成１８年１２月３０日以降に高知県内の市町
村から、いの町に転入（届出）された方に
ついては、もと住んでおられた市町村の
有権者として、いの町で、不在者投票を
行うことができる場合がありますので、
詳しくは転入前の市町村選挙管理委員会
にお問い合わせください。

ウ．いの町に選挙権のある方で、平成１９年３
月２９日以降に町内間で転居（届出）された
方は、投票所入場券（３月３０日に発送予
定）に記載してある投票所（旧住所地）で
の投票となります。

2．期日前投票
　仕事や旅行、冠婚葬祭等の理由で、当日投
票所で投票できない方は、投票日前であって
も、当日投票所での投票と同じように投票を
行うことができます。
　※投票には、期日前投票所で配布する宣誓

書の提出が必要です。
　○期日前投票期間
　　３月３１日（土）～４月７日（土）
　　８時３０分～２０時００分
　※すこやかセンター伊野以外の期日前投票

所については、終了時間を繰上げる場合
がございますので、詳しい内容は選挙管
理委員会までお問い合わせください。

　○期日前投票場所
　　すこやかセンター伊野　中会議室
　　吾北総合支所　住民課
　　本川総合支所　住民課
問い合わせ
　いの町選挙管理委員会
　� 893‐1113　直通 893‐3817

（3月30日～4月7日まで）

　4月8日（日）は、高知県議会議員選挙の投票日です。

　　　　　　　○選挙区＝吾川郡（いの町、仁淀川町、春野町） 
　　　　　　　○定　数＝2名

この選挙は、これからの県政を託す私たちの代表を選ぶ重要な選挙です。
大切なあなたの一票です。棄権しないで投票しましょう。

なお、投票に関することについては、次のとおりとなっています。


